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・「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」の抜粋
・地域運営組織の実態（「暮らしを支える地域運営組織に関する

調査研究事業報告書」（H27.3総務省）要約）

・これまでの取組



Ⅰ.人口減少問題の克服
◎2060年に１億人程度の
人口を維持

◆人口減少の歯止め
・国民の希望が実現した
場合の出生率
（国民希望出生率）＝1.8

◆「東京一極集中」の是正

Ⅱ.成長力の確保

◎2050年代に実質GDP
成長率1.5〜２%程度維持
（人口安定化、生産性向上が
実現した場合）

中長期展望
（2060年を視野） 「しごと」と「ひと」の好循環作り

基本目標（成果指標、2020年）

①生産性の高い活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組
・地域の技の国際化（ローカルイノベーション）、地域の魅力のブランド化
（ローカルブランディング）、地域のしごとの高度化（ローカルサービスの生
産性向上）
・地域企業の経営体制の改善・人材確保等、地域全体のマネジメント向上、
ICT等の利活用による地域の活性化、地域の総力を挙げた地域経済好循
環拡大に向けた取組、総合的な支援体制の改善

②観光業を強化する地域における連携体制の構築
・日本版DMOを核とする観光地域・ブランドづくりの推進、多様な地域の
資源を活用したコンテンツづくり、観光消費拡大等のための受入環境整備

③農林水産業の成長産業化

・需要フロンティアの拡大・バリューチェーンの構築、農業生産現場の強化
等、林業の成長産業化、漁業の持続的発展

④地方への人材還流、地方での人材育成、雇用対策
・若者人材等の還流及び育成・定着支援、「プロフェッショナル人材戦略拠
点」の整備等、人材還流政策間の連携強化、新規就農・就業者支援、若
者・高齢者・障害者が活躍できる社会の実現

①政府関係機関の地方移転
②企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大
③地方移住の推進
・地方移住希望者への支援体制、地方居住の本格推進
・「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想の推進
・「地域おこし協力隊」の拡充

④地方大学等の活性化
・地の拠点としての地方大学強化プラン、地元学生定着促進プラン、地域
人材育成プラン

主な施策

①少子化対策における「地域アプローチ」の推進
②若い世代の経済的安定
・若者・非正規雇用対策の推進、「少子化社会対策大綱」と連携した結婚・
妊娠・出産・子育ての各段階に対応した総合的な少子化対策の推進

③出産・子育て支援
・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、子ども子育て支援の更なる充実

④地域の実情に即した「働き方改革」の推進（仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）の実現等）
・WLB推進、長時間労働の見直し、時間や場所にとらわれない働き方の普
及・促進、地域における女性の活躍推進、地域の実情に即した「働き方改
革」の実現

①まちづくり・地域連携
・まちづくりにおける地域連携の推進、都市のコンパクト化と周辺等の交通
ネットワーク形成に当たっての政策間連携の推進、ひとの流れと活気を生

み
出す地域空間の形成、まちづくりにおける官民連携の推進、人口減少を踏
まえた既存ストックのマネジメント強化

②「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）
③東京圏をはじめとした大都市圏の医療・介護問題・少子化問題
への対応
・東京圏をはじめとした大都市圏の医療・介護・少子化問題への対応、
大都市近郊の公的賃貸住宅団地の再生・福祉拠点化

④住民が地域防災の担い手となる環境の確保
⑤ふるさとづくりの推進

○「小さな拠点」の形成
・住民の活動組織（地域運営組織）形成
数3,000団体 ：1,656団体（2014年度）

○「連携中枢都市圏」の形成
・連携中枢都市圏の形成数 30圏域

：4圏域（2015年）

○既存ストックのマネジメント強化
・中古・リフォーム市場規模20兆円

：11兆円（2013年）

地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
◆若者雇用創出数（地方）

2020年までの５年間で30万人

現状：5.9万人
◆若い世代の正規雇用労働者等の割合

2020年までに全ての世代と同水準
15～34歳の割合：92.7%（2014年）

全ての世代の割合：93.7%（2014年）
◆女性の就業率 2020年までに77%

：70.8％（2014年）

長期ビジョン

地方への新しいひとの流れをつくる
現状：東京圏年間10万人入超

◆地方・東京圏の転出入均衡(2020年)
・地方→東京圏転入 ６万人減

：1,732人増加（2014年）
・東京圏→地方転出 ４万人増

：11,152人減少（2014年）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）（～2019年度）

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
◆安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社
会を達成していると考える人の割合40%以上

：19.4%（2013年度）

◆第１子出産前後の女性継続就業率55%
：38%（2010年）

◆結婚希望実績指標 80% ：68%（2010年）
◆夫婦子ども数予定（2.12）実績指標95%

：93%（2010年）

○農林水産業の成長産業化
・６次産業化市場10兆円 ：4.7兆円（2013年度）
・農林水産物等輸出額 １兆円：6,117億円(2014
年)

○観光業を強化する地域における連携体制
の構築
・訪日外国人旅行消費額４兆円 ：2.0 兆円(2014年)

○地域の中核企業、中核企業候補支援
・1,000社支援：平成27年度の施策を踏まえ検証

・雇用数８万人創出 ：0.1万人（2014年度）

○地方移住の推進
・年間移住あっせん件数 11,000件

：約4,000件（2015年<11月末時点>）

○企業の地方拠点機能強化
・拠点強化件数7,500件増加 ：808件※

・雇用者数４万人増加 ：6,600人※

○地方大学活性化
・自道府県大学進学者割合平均36%

：32.3%（2015年度）

○若い世代の経済的安定
・若者の就業率78%向上 ：76.1%（2014年）

○妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
・支援ニーズ高い妊産婦への支援実施100%

○ワーク・ライフ・バランス実現
・男性の育児休業取得率13%  ：2.30%(2014年）

主な重要業績評価指標（KPI）

まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略（2015 改訂版）」の全体像

好循環を支える、まちの活性化

※地域再生計画（H27.10）に記載された目標値

時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を

連携する

◆立地適正化計画を作成する市町村数 150市町村

◆立地適正化計画に位置付けられた誘導施設について、市町村全域

に存する当該施設数に対して、都市機能誘導区域内に立地する当該

施設数の占める割合が増加している市町村数 100市町村

◆市町村の全人口に対して、居住誘導区域内に居住している人口の占

める割合が増加している市町村数 100市町村

◆公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合

（三大都市圏） 90.8% ：90.5%（2014年度）

（地方中枢都市圏） 81.7%                   ：78.7%（2014年度）

（地方都市圏） 41.6%                   ：38.6%（2014年度）

◆地域公共交通網形成計画の策定総数 100件

：60件（2015年11月末時点）
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◎中山間地域等において、将来にわたり持続的に集落で暮らせるようにするため、地域住民
自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向けた多機能型
の取組を持続的に行うための組織（地域運営組織）の形成が必要。

◎必要な生活サービス提供の事業や域外からの収入確保の事業を将来にわたって継続でき
るような「小さな拠点」の形成（集落生活圏を維持するためのサービス集約化と周辺集落と
の交通ネットワーク化）が必要。【地域再生法改正H27.6成立】

◎このため、手引書の活用やフォーラムの開催、財政支援等を通じ、地域住民の合意形成、
取組体制の確立や「小さな拠点」の形成に取り組む地方公共団体の動きを加速化。2020年
までに小さな拠点を全国で1,000箇所、地域運営組織を全国で3,000団体形成する。

「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）

○地域住民による集落生活圏の将来ビジョン（地域デ

ザイン）の策定
・ワークショップを通じて住民が主体的に参画・合意形成

○地域住民が主体となった地域課題の解決に向けた

多機能型の取組体制（地域運営組織）の形成
・地域デザインに基づき、住民や地場企業が役割分担を
明らかにしながら、事業に取組む体制を構築

○日常生活に必要な機

能・サービスの集約･確

保、周辺集落との交通

ネットワークの確保

○地域に合った多機能型

のコミュニティビジネ

スの振興、地域経済の円

滑な循環の促進

意識の喚起

体制の構築

生活サービスの
維持・確保

地域における仕事・
収入の確保

集落生活圏

集落 集落

集落

集落

旧役場庁舎

スーパー
跡地

郵便・ATM 小学校

ガソリン
スタンド

道の駅

例：旧役場庁舎を
公民館等に活用

例：コミュニティバス等により交通手段を確保

例：道の駅に直売所等を併設

診療所

例：付加価値の高い
農林水産物加工場

例：地域資源を活かした作物
を栽培、道の駅で販売

例：集落の女性組織による
６次産業化商品の開発

例：小学校の空きスペースや
廃校舎を福祉施設等に活用

例：撤退後のスーパーを
集落コンビニ等に活用

２
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Ⅲ．今後の施策の方向

１．政策の基本目標

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携
する

（イ）「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）

【施策の概要】
人口減少や高齢化が著しい中山間地域等においては、一体的な日常生活圏を構成している「集落

生活圏」を維持することが重要であり、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、地
域住民が主体となって、①地域住民による集落生活圏の将来像の合意形成、②地域の課題解決の
ための持続的な取組体制の確立（地域運営組織の形成）、③地域で暮らしていける生活サービスの
維持・確保、④地域における仕事・収入の確保を図る必要がある。

また、これらの取組を進め、くらしを守るためには、地域住民の活動・交流拠点の強化や、生活サー
ビス機能の集約・確保、周辺との交通ネットワークの形成等により利便性の高い地域づくりを図ること
が必要である。

このため、地域の生活や仕事を支えるための住民主体の取組体制づくりや利便性の高い地域づく
り（「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持））を推進する。

【主な重要業績評価指標】
■小さな拠点（地域住民の活動・交流や生活サービス機能の集約の場）の形成数：1,000か所を目指す
■住民の活動組織（地域運営組織）の形成数：3,000団体を目指す。

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）（抜粋）
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【主な施策】
◎ (4)-(イ)-① 地域住民による集落生活圏の将来像の合意形成及び取組の推進

「総合戦略」が対象とする５年間のうちに、今後の地域の在り方、事業の取組方向について、集落
生活圏単位で地域住民が主体的に参画し、地域の将来ビジョンを盛り込んだ「地域デザイン」（今後
もその集落で暮らすために必要な、自ら動くための見取り図）を策定し、事業に着手することが求め
られる。
そのため、市町村のサポートや、ファシリテーターなど外部専門人材や地域人材、公民館等を活用

し、地域住民が主体となって、今後の地域の在り方について学び考えていくワークショップの実施を
推進する。その際、地域の現状や展望を整理する「地域点検カルテ」の作成を推進するとともに、
「地域デザイン」の策定・実行まで長期間を要し得ることを踏まえて支援する。
また、地域住民の主体的な地域づくりへの参画から事業の実施までの一連のプロセスを各地で進め

ていくため、関係府省庁が連携した取組の推進、地方公共団体への説明会の開催等による普及等を
行ってきた。今後、各府省庁の事業等による「小さな拠点」の形成支援をはじめ、関係府省庁による
連携した支援の維持・強化を図るとともに、「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）に取り組む
上で参考となる手引書の活用を促進する。また、地域の取組の実践に向けて参考となる事例紹介等を
行うフォーラムの開催や、先駆的な取組を行う地方公共団体との連携を進め、「小さな拠点」の形成
（集落生活圏の維持）の取組を促進する。

◎ (4)-(イ)-② 地域の課題解決のための持続的な取組体制の確立

「小さな拠点」の形成などにより持続可能な地域をつくるため、「地域デザイン」に基づき、地域
住民自らが主体となって、地域住民や地元事業体の話し合いの下、それぞれの役割分担を明確にしな
がら、生活サービスの提供や域外からの収入確保などの地域課題の解決に向けた事業等について、多
機能型の取組を持続的に行うための組織（地域運営組織）を形成することが重要である。
地域運営組織の立ち上げや運営に当たっては、そのためのノウハウの欠如、地域内外からの人材の

確保・活用、組織の運営や活動に必要な資金の確保、多様かつ持続的な活動に必要な法人格の取得等
の課題があることから、先発事例の体系的な整理・提供、各府省庁の事業、外部人材の導入（「地域
おこし協力隊」や人材還流事業等を活用）等を有効に活用し、取組体制の構築から事業の着手を支援
するとともに、地域運営組織の持続的な運営に関する調査研究や環境整備を進める。 ４



◎ (4)-(イ)-③ 地域で暮らしていける生活サービスの維持・確保

日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、周辺集落との間を交通ネットワークで結ぶとと
もに、地域住民のニーズに対応した、地域の運営組織等が提供する生活サービスの多機能化、生活
サービスを持続していくための物流システムの構築等を推進する。
そのため、地域再生法を改正（本年８月施行）し、福祉・利便施設を拠点地域に集約・確保するな

どの「小さな拠点」の形成に取り組む市町村が作成する「地域再生土地利用計画」の制度を創設し、
これらの施設の立地誘導を図るための届出・勧告制度や、誘導施設の整備に対する農地転用許可、開
発許可等の特例措置を設けるとともに、地域再生戦略交付金の活用等を措置している。これらを受け、
地域再生計画の認定が開始されるなど取組が進められている。
今後、「小さな拠点」の形成に資する事業を行う株式会社への出資に対する税制上の特例措置を講

ずることや先発事例の整理・情報提供等により、地域再生計画を活用した「小さな拠点」の形成に資
する取組の一層の普及・推進を図るとともに、関係府省庁による連携を進め、地域の状況に応じ、以
下のような施策を進める。
・拠点施設における福祉サービスのワンストップ化を推進する。
・住民の買い物等を支える円滑な物流のため、運送各社等が連携した新たな共同配送スキームの構
築やボランタリーチェーン等との連携、安定的な石油製品の供給システムの確立を推進する。

・域内の人・モノの複合的かつ効率的な輸送システムの構築や、特区等において自動走行などの近
未来技術等を推進する。

◎ (4)-(イ)-④ 地域における仕事・収入の確保

コミュニティビジネスを振興し、小さくとも地域に合った自立的な事業を積み上げ、地域経済の円
滑な循環を促す。その際、地域資源を活用しながら複数の事業を組み合わせて実施する取組と横断的
なビジネスを実行する人材の確保を推進する。
具体的には、地域の特性をいかした農林水産物の生産や６次産業化による高付加価値化、観光資源

や「道の駅」等を活用した都市との交流産業化、再生可能エネルギーの導入等多機能型の事業の振興、
創業、継業とともに、そのために必要な人材の地方への還流や外部人材の確保・活用を推進する。

５



６

※暮らしを支える地域運営組織に関する
調査研究事業報告書（H27.3総務省）より
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※暮らしを支える地域運営組織に関する
調査研究事業報告書（H27.3総務省）より
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※暮らしを支える地域運営組織に関する
調査研究事業報告書（H27.3総務省）より
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※暮らしを支える地域運営組織に関する
調査研究事業報告書（H27.3総務省）より



地方創生☆「小さな拠点」づくりフォーラム

１１

平成28年1月20日、虎ノ門（日本消防会館）におい

て「地方創生☆「小さな拠点」づくりフォーラム」を開
催しました。

フォーラムでは、約630名の方が来場し、「小さな

拠点」形成に向けた先進的な取り組みの紹介や「小
さな拠点」形成のポイントや課題などに関して議論
しました。

石破茂地方創生担当大臣は冒頭で、「今日の
フォーラムにおいて、「小さな拠点」の形成に向けて、
それぞれの地域で具体的に実現するためにはどの
ようにしたらいいか、ということをご議論いただき、
有意義なものとなることを期待したい」と述べました。

※フォーラムの様子はまち・ひと・しごと創生本部の
Youtube内公式チャンネルに動画を掲載しています。
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小さな拠点の取組状況（平成27年度）

[1]地方創生先行型交付金（当初）
小さな拠点分野 959事業 86億円（全体の6％）

[2]地方創生先行型交付金（上乗せ交付（タイプⅠ））
まちづくり分野の内、小さな拠点関係17事業 6億円（全体の2.5％） 3県13市町村

地方創生先行型交付金（上乗せ交付（タイプⅡ））
小さな拠点分野 203事業 8.6億円（全体の13％）
※ただし、[1][2](タイプⅡ)の中には中活、防災対策、ICT等小さな拠点と関わりの薄いものや他分野との重複も含まれている

上乗せ交付（タイプⅠ）
※下記の分野のいずれかに該当し、ＰＤＣＡ・ＫＰＩ等適切な事業の仕
組みを備え、他の地方公共団体の参考となる先駆性を有する事業を
実施する場合

上乗せ交付（タイプⅡ）
※平成27年10月30日までに、適切なＫＰＩの設定・検証や住民・
産官学金労言等との連携体制等の整備などの点を満たす地方
版総合戦略を策定する場合
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[2]地方創生先行型交付金（上乗せ交付）

小さな拠点の取組事例

地域 長野県飯島町田切地区
地域の範囲 旧市町村（旧田切村）・人口約1200人
取組主体 株式会社 道の駅田切の里
取組内容 「道の駅 田切の里」を地域の拠点施設として位置づけ、地域の発展と住民の全員参加を

基本理念とする法人「株式会社 道の駅田切の里」が運営主体となり、上伊那医療生活協
同組合が運営する「総合ケアセンターいいじま」や上伊那農業協同組合とコンビニエンスス
トアが行う在宅サービスなど関連機関と連携し、高齢、一人暮らし世帯に対する食料品、生
活用品の宅配や給食、安否確認、高齢者交流サービス等を行う。

重要業績評
価指標 (KPI)
（H27年度目標）

○宅配、給食、安否確認サービス意向確認件数：２００件
○安否確認サービス件数：２００件

地域 佐賀県伊万里市波多津町
地域の範囲 旧市町村（旧波多津村）人口約2500人
取組主体 波多津町まちづくり運営協議会
取組内容 波多津町内の各集落と町の中心部を効率的に結ぶ公共交通網を形成し、移動手段を確

保するため、自家用有償運送として住民主体で運行及び運営を行い、地域の実情に即し
た交通網を形成する。運行形態として、運転手は地元住民から有償ボランティアを募り、車
両は１０人乗り程度のワンボックスカーとして、週５日（平日）、１日３便程度の運行を予定し
ている。

重要業績評
価 指 標 (KPI)
（H27年度目標）

○運転手の雇用創出 ５名（１人あたりの年間収入 ３１２千円）
○利用者数の増加 ３０％増



―地域交流拠点の整備とアクセスの確保―

中山間地域等において、生活サービスの集約と周辺集落との交通ネットワークの確保を図る
「小さな拠点」の取組について、交付金等により支援。

○村内に商業拠点がなく、村民の多くが土浦市やつくば市の大規模商業施設を利用。

小さな拠点に関する地域再生計画の事例①

①茨城県美浦村の計画

Before

○人口動態については、龍ヶ崎市や牛久市など利便の高い近隣の地域への流出傾向
が見られ、村民への意識調査においても、買い物や生活環境の不便が課題とされ
ている。

After

現時点の地域の課題

計画に基づく事業成果

＜人口＞
約16,000人

② 民間小売施設の誘致・整備
（民間資本）

③デマンドタクシーの
運行拡充

（村単独事業）

① 地域交流拠点の整備
・子育て支援機能（厚労省事業）
・農産物直売機能（農水省事業）
・高齢者交流機能・その他共用部分
（内閣府事業）

○多様な資本・事業により整備する買い物・生活利便施設を1か所に集約し、相乗
効果を期待。

○社会動態
△201人(H25)⇒△300人(H31)
※現状ではH31の数値は△360人

○買い物地元吸収率
20.6％(H25)⇒21.4％(H31)

【目標…人口・生活利便性の維持】みほむら
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小さな拠点に関する地域再生計画の事例②

②岡山県新庄村の計画
＜人口＞
約950人

○新規就業者数
22人（H27－H31）

○人口の社会増減
△2人（H26）⇒＋2人（H31）

【目標…人口の維持、新規就業者増加】

○中心部に出雲街道の宿場町の歴史的町並みが残るが、人口減少に伴い空き家化が
進行。

Before
○村内に高校や生鮮食品の販売所がなく、域内の雇用の形態も限定的であり、通学・
通勤や買い物等、生活機能の多くを、バス（1日6便）で40分かかる真庭市に依存。

現時点の地域の課題

After 計画に基づく事業成果

○ 街道沿いの古商家を改修した共働施設や、村役場や既存の複合施設の近く
に高齢者向け生活支援施設を整備するなど、村内の機能集約を推進する。

―空家等を活用した村内の機能集約―

しんじょうそん

①テレワークのための共働施設整備
（内閣府事業）

④道の駅「メルヘンの里
新庄」における生鮮食
品の販売機能の追加

（村単独事業）

③村内循環ワゴン
車両整備

（村単独事業）

② 高齢者向け生活支援施設整備
（内閣府事業）
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地方公共団体が策定する地域再生計画に基づく所定の事業を行う株式会社に対し、個人が出資し
た場合、所得税の控除が受けられるようになります。（※H28年度から2年間）

② 生活サービス等の提供（実施は任意）
拠点等におけるサービス提供や周辺集落との交通ネットワークの確保等

① コミュニティビジネス（実施が必須）
域外からの持続的収入を確保し、地域の雇用を創出するための事業

・日用品の販売 ・ガソリンスタンドの運営

・地元農産品の販売
・農家レストランの運営
・地域資源を活用したツアー 等

【個人出資者】
（地域住民・地元出身者など）

小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社への特例措置（概要）

小さな拠点の形成の取組の推進

【事業のイメージ】

出資額分 を総所得金額から控除する
ことが可能

地域住民等による株式会社の設立
出資

等

(※)

※ 正確には出資額（1,000万円限度）と総所得金額の40%のいずれか
少ない金額から2,000円を控除した額

・コミュニティバスの運行
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小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社と税制特例のイメージ

・地方都市の中心市街地から30ｋｍ離れた中山間地域（都市計画区域外）
・人口減少の進行：800人(1975年）⇒500人（2010年）
・学校、ＪＡの店舗・ガソリンスタンドが閉鎖し、生活サービスが低下

株式会社の設立

株式会社・・・常時雇用者数：２名（＋代表取締役1名）
出資額：150名1000万円（1万円～30万円／1人）
売上額：約1億円 利益 ：数万円～数十万円の赤字

＜事業内容＞
・住民の生活サービス等の維持（生活必需品の販売、給油所の運営）
・地域資源を活用した事業（地域産品の米を市内外（学校・病院・通信販売等）へ販路拡大）

必需品販売店舗

【個人出資者】 （地域住民・地元出身者など）

150戸が1000万円を出資

※対象事業の詳細については検討中

税制特例等のイメージ

背景

＜ケース１＞ 収入300万円の個人が5万円出資 ⇒ 所得税：約 2,400円の還付

＜ケース２＞ 収入500万円の個人が10万円出資 ⇒ 所得税：約 1万円の還付

（※収入額の半分が課税所得、出資額-2,000円を所得控除と仮定。）

＜ケース３＞ 収入1000万円の個人が30万円出資 ⇒ 所得税：約 6万円の還付

（※この他、事業における各種優待や、将来株式会社が利益を得た際の株主配当などの権利も適宜設定可能）

出資額を総所得金額から控除することが可能

地域産品の活用
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